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建設分野における外国人材の受入れに係る制度周知について（依頼） 

 

 平素より、建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れにご協力を賜り、ありがとうござい

ます。人手不足が深刻な建設業においては、即戦力人材としての外国人材の活用が多いに期待されて

おります。こうした中、新しい在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが平成３１年４月に始

まり、令和３年２月末現在、既に１,８３７名の特定技能外国人の方が建設現場で働いておられます。 

 

建設分野における特定技能外国人の受入れについては、業界団体による一般社団法人建設技能人材

機構（ＪＡＣ）を中心に、先般、特定技能制度の本格的な運用を開始したところであり、今後、でき

るだけ多くの建設企業に制度を有効に活用いただきたいと考えております。 

具体的には、昨年８月、求人求職マッチング実施のため、ＪＡＣが国内において特定技能として

の就労を希望する外国人を対象としたホームページを公開しました。 

また、ＪＡＣは、同じく昨年８月に建設分野初の特定技能評価試験（鉄筋継手職種）を富士教育セ

ンターで実施して以降、これまで計４回の国内試験を実施し、１００名の方が合格されました。今年

度も、様々な職種について国内試験を実施予定です。 

一方、海外についても、フィリピンにおいて３月９、１０日に電気通信職種の試験を実施し、５名

の方が合格されました。また、ベトナムにおいて、２月下旬から鉄筋施工職種の技能訓練を開始し、

３月２３日には他分野に先立って同地初の特定技能１号評価試験を実施し、１９名の方が合格されま

した。今後、他職種での試験実施を進めていくとともに、対象国の拡大を図っていく予定です。 

 

また、特に、現に技能実習生等を受け入れている企業におかれては、この特定技能制度を利用すれ

ば、実習終了後も引き続き実習生等に就労していただくことが可能になります。その場合、実習生等

で国内に在留している間に特定技能への在留資格切替を行っていただくと企業の皆様に様々なメリ

ットがあります。 

 

 建設分野における特定技能外国人の受入れにあたっては、企業と外国人材の信頼関係構築及び外国

人材の適正な就労環境確保のため、各受入企業が制度の背景や仕組みをよく理解していただくことが

重要です。元請事業者の皆様におかれましては、関係資料の共有や協力会単位での説明会の実施等を

通じ、下請事業者への積極的な制度周知をお願いしたいと考えております。 

ついては、貴連合会におかれましては、会員企業に対して、上記の旨を周知いただきますようお願

い申し上げます。 

 

（添付資料） 

① 建設分野における外国人材の受入れ（国土交通省資料） 

② 求人求職マッチングに係るプレスリリース（令和２年８月２０日付）（国土交通省資料） 

③ 説明会承ります（国土交通省資料） 

④ 特定技能制度のご案内 日本在留中の切替がおすすめ！（ＪＡＣ資料） 


